
JP 4959450 B2 2012.6.20

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体試料の分析部を有する化学分析装置において、
　核酸捕捉担体を内部に有し、液体試料及び液体試薬を内部に吸引し、吐出する分注手段
と、
　上記分注手段を着脱可能に支持する支持部と、上記分注手段を駆動し、液体試料及び液
体試薬の吸引及び吐出動作を行なわせる駆動部と、上記分注手段を移動させる移動部とを
有する分注手段移動駆動手段と、
　一体構造となった複数の試薬容器と、
　を備え、
　上記試薬容器は内部の試薬を保護し、飛散を防止するために表面が保護フィルムで被覆
され、
　上記分注手段は、上記保護フィルムを穿孔する形状であり、液体試料及び液体試薬を内
部に吸引し、吐出するためのニードル部を有し、このニードル部に着脱可能な検出容器を
備え、この検出容器に分析対象物が収容された状態で上記分析部により分析対象物が分析
された後、上記ニードル部に上記検出容器が取り付けられ、この検出容器が上記ニードル
部に取り付けられた状態で上記分注手段と共に上記分注手段移動駆動手段から取り外され
て、廃棄されることを特徴とする化学分析装置。
【請求項２】
　請求項１記載の化学分析装置において、液体試料と液体試薬とを収容する検体収容容器
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と、この検体収容容器を回転させる回転駆動手段を備えることを特徴とする化学分析装置
。
【請求項３】
　液体試料中の遺伝子を検査する検査部を有する遺伝子検査装置において、
　核酸捕捉担体を内部に有し、液体試料及び液体試薬を内部に吸引し、吐出し、する分注
手段と、
　上記分注手段を着脱可能に支持する支持部と、上記分注手段を駆動し、液体試料及び液
体試薬の吸引及び吐出動作を行なわせる駆動部と、上記分注手段を移動させる移動部とを
有する分注手段移動駆動手段と、
　一体構造となった複数の試薬容器と、
　を備え、
　上記試薬容器は内部の試薬を保護し、飛散を防止するために表面が保護フィルムで被覆
され、
　上記分注手段は、上記保護フィルムを穿孔する形状であり、液体試料及び液体試薬を内
部に吸引し、吐出するためのニードル部を有し、このニードル部に着脱可能な検出容器を
備え、この検出容器に検査対象物が収容された状態で上記検査部により検査対象物が検査
された後、上記ニードル部に上記検出容器が取り付けられ、この検出容器が上記ニードル
部に取り付けられた状態で上記分注手段と共に上記分注手段移動駆動手段から取り外され
て、廃棄されることを特徴とする遺伝子検査装置。
【請求項４】
　請求項３記載の遺伝子検査装置において、液体試料と液体試薬とを収容する検体収容容
器と、この検体収容容器を回転させる回転駆動手段を備えることを特徴とする遺伝子検査
装置。
【請求項５】
　請求項３記載の遺伝子検査装置において、上記ニードル部に着脱される溶液分注用チッ
プと、上記ニードル部に着脱される核酸抽出用チップとをさらに備え、上記ニードル部に
上記核酸抽出用チップが取り付けられた状態で、上記核酸抽出用チップが上記検出容器内
に挿入されることを特徴とする遺伝子検査装置。
【請求項６】
　請求項３記載の遺伝子検査装置において、上記複数の試薬容器のうち一部が試薬吸着材
、およびミスト飛散防止フィルタを有する試薬廃棄容器であり、上記分注手段に残留する
使用済み試薬を吐出させ、これを捕捉する機能を有することを特徴とする遺伝子検査装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液体試料及び試薬の分注機能を備え、試料溶液中の化学物質の分析を行なう
化学分析装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　異なる液体試料、試薬を分注し、分析、検査を行なうシステムでは、分注の際の流路、
液体保存部分が異なる試料、試薬で共通となる場合が多く、残留する試料、試薬のため、
それらが互いに汚染源となる問題があった。
【０００３】
　このため、従来技術においては、分注手段先端部の交換を前提としているが、繰り返し
使用する部分のうち液が接触する部分があり、この部分における残留試料、試薬による汚
染に対しては回避が困難である問題があった。
【０００４】
　これを防ぐため、特許文献１に記載のように液の分注流路、あるいは試薬容器を含む部
分を洗浄している。
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【０００５】
　また、核酸増幅を伴う遺伝子検査において、増幅工程において核酸が漏洩し、それが汚
染源となる場合があるため、特許文献２に記載のように、増幅反応を実施する容器に封止
している。
【０００６】
【特許文献１】特開２０００－１２１６５０号公報
【特許文献２】特表平９－５０４６９０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１に記載の技術では、試薬容器を含む部分を洗浄する手段を必
要とするため、分析装置の構成を複雑化させてしまうという問題がある。
【０００８】
　また、特許文献２に記載の技術にあっては、増幅反応を実施する容器を封止するための
手段を必要とし、やはり、分析装置の構成を複雑化させてしまうという問題がある。また
、反応の途中で必要とされる溶液の攪拌操作、および分注、滴下操作も繰り返し分析時の
汚染の原因となる。
【０００９】
　本発明の目的は、化学分析や遺伝子検査を行なう化学分析装置において、装置内に残留
する試料、試薬による汚染を回避し、複雑な構成を伴うことなく、分析精度及び検査精度
の低下を抑制可能な化学分析装置の実現に関する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するため、本発明は次のように構成される。
【００１１】
　化学分析装置において、液体試料及び液体試薬を内部に吸引し、吐出する分注手段と、
この分注手段を着脱可能に支持する支持部と、上記分注手段を駆動し、液体試料及び液体
試薬の吸引及び吐出動作を行なわせる駆動部と、上記分注手段を移動させる移動部とを有
する分注手段移動駆動手段とを備える。
【００１２】
　また、液体試料を分析する化学分析装置又は遺伝子検査装置に用いられ、液体試料及び
液体試薬を内部に吸引し、吐出する分注装置において、遺伝子検査用の場合は核酸捕捉担
体を内部に有し、液体試料及び液体試薬を内部に吸引し、吐出するためのニードル部と、
上記ニードル部を介して、液体試料及び液体試薬を内部に吸引し、吐出するプランジャ部
と、上記プランジャ部を移動可能に支持するシリンジ部と、上記化学分析装置又は遺伝子
検査装置に着脱可能に支持されるフランジ部と、上記プランジャ部が上記化学分析装置又
は遺伝子検査装置の駆動手段により駆動されるために、上記化学分析装置又は遺伝子検査
装置に着脱可能に支持される駆動用端部と、上記ニードル部に着脱可能に支持され、ニー
ドル部の保護カバーであると共に分析対象物が収容される検出容器とを備える。
【００１３】
　また、液体試料中の遺伝子を検査する検査部を有する遺伝子検査装置において、核酸捕
捉担体を内部に有し、液体試料及び液体試薬を内部に吸引し、吐出し、する分注手段と、
上記分注手段を着脱可能に支持する支持部と、上記分注手段を駆動し、液体試料及び液体
試薬の吸引及び吐出動作を行なわせる駆動部と、上記分注手段を移動させる移動部とを有
する分注手段移動駆動手段とを備える。
【発明の効果】
【００１４】
　化学分析や遺伝子検査を行なう化学分析装置において、装置内に残留する試料、試薬に
よる汚染を回避し、複雑な構成を伴うことなく、分析精度及び検査精度の低下を抑制可能
な化学分析装置を実現することができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施形態について、添付図面を参照して説明する。なお、以下の実施形
態は、本発明を化学分析装置のうち、遺伝子検査装置に適用した場合の例である。
【００１６】
　図１～図４は、本発明の第１の実施形態における遺伝子検査装置の構成説明図であり、
図５は、結核菌検査の場合の検査工程フローチャートである。また、図６から図８は検査
の各工程における装置の状態を説明する図である。
【００１７】
　図１において、試薬容器１には分析に使用する各試薬が充填され、この試薬容器１は、
ＰＥＴ（Polyethylene Terephthalate）を基材とする蒸発防止のためのアルミニウムで表
面コートされた保護フィルム１ａにより被覆される。分注部２は、樹脂製のシリンジ２ａ
と、プランジャ２ｂと、ニードル部２ｃとを備える。ニードル部２ｃの基部には核酸を捕
捉するための担体２ｄを内蔵しており、ニードル部２ｃによる保護フィルム１ａの穿孔、
試薬の分注と核酸の抽出を１つの分注部２で兼用する。
【００１８】
　分注部２による試薬、検体等の溶液の吸引、吐出量、およびこれらの動作速度はシリン
ジ２ａに対するプランジャ２ｂの押引距離と速度により制御される。各試薬容器等に対す
る分注部２のニードル部２ｃの挿入、および退避は、パルスモータとボールネジからなる
分注部上下駆動部３ａにより制御される。また、プランジャ２ｂの押引、すなわち溶液の
吸引、吐出はプランジャ駆動部３ｂにより制御される。
【００１９】
　一方、分注部２の水平方向の移動、すなわち、容器間の移動はパルスモータ－及びベル
トで駆動される分注部水平駆動部３ｃにより制御される。担体２ｄはガラス繊維、ガラス
粒子、シリカ粒子、シリカウール、あるいはそれらの破砕物などで、酸化ケイ素を含有す
る物質で構成される。
【００２０】
　検査される血液等の検体は検体容器４に分注され、前処理の後で検体容器４は検体容器
保持部５に装着される。また、同じく分注部２のニードル部２ｃは、保護カバー兼用の検
出容器６が装着され、この検出容器６を装着した状態で分注部駆動系３に装着され、試薬
容器１は試薬容器保持部７に装着される。
【００２１】
　分注部２は、操作者により、分注駆動系３への取り付け、取り外しが容易に可能な構成
となっている。図２は、分注部２の分注駆動系３への取り付け取り外しの説明図である。
図２の（Ａ）に示すように、分注部２のシリンジ２ａを、シリンジホルダ３ｋのシリンジ
支持部３ｍに挿入すると共に、プランジャ部２ｂの駆動用端部２ｅをプランジャ駆動ボー
ルネジ３ｆに支持されたプランジャホルダ（プランジャ支持部）３ｈに挿入する。
【００２２】
　そして、フランジ部２ｆを固定するために、シリンジ固定ホルダ３ｅをシリンジ固定位
置にセットし、シリンジ固定ロックピン３ｄを押し込んで、シリンジ固定ホルダ３ｅをロ
ックして、図２の（Ｂ）に示す状態にする。
【００２３】
　分注部２をシリンジホルダ３ｋから取り外す場合は、シリンジ固定ロックピン３ｄを引
き上げ、シリンジ固定ホルダ３ｅを開放する。そして、分注部２をシリンジホルダ３ｋか
ら取り外す。
【００２４】
　また、分注部２のプランジャ２ｂは、分注駆動系３により押引駆動される構成となって
いる。図３は、プランジャ２ｂの駆動機構説明図である。図３の（Ａ）に示すように、プ
ランジャ駆動ボールネジ３ｆは、プランジャ駆動モータ（分注部上下駆動部）３ｂに接続
され回転駆動される。そして、プランジャ駆動モータ３ｂによりプランジャ駆動ボールネ
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ジ３ｆが回転駆動されることにより、プランジャ２ｂが押引駆動される（図３の（Ｂ））
。プランジャ２ｂを押すか引くかの切り替え（上下移動方向の切り替え）は、プランジャ
駆動モータ（プランジャ駆動部）３ｂの回転方向の切り替えにより行なわれ、プランジャ
２ｂの押引速度の切り替えは、プランジャ駆動モータ３ｂの回転速度の切り替えにより行
なわれる。
【００２５】
　また、分注部２全体は、分注駆動系３により、上下方向に移動される構成となっている
。図４は、分注部２の上下方向移動機構説明図である。図４の（Ａ）に示すように、シリ
ンジホルダ３ｋは、分注部上下移動ボールネジ３ｉにより支持され、この分注部上下移動
ボールネジ３ｉは、分注部上下移動モータ３ａに接続され回転駆動される。そして、分注
部上下移動モータ３ａにより分注部上下移動ボールネジ３ｉが回転駆動されることにより
、分注部２が上下方向に移動される（図４の（Ｂ））。分注部２の上下移動方向の切り替
えは、分注部上下移動モータ３ａの回転方向の切り替えにより行なわれ、上下移動速度の
切り替えは、分注部上下移動モータ３ａの回転速度の切り替えにより行なわれる。
【００２６】
　検体前処理が施され（図５のステップ１００）、遺伝子検査装置の自動運転開始後（ス
テップ１０１）、最初に結核菌の細胞壁溶解のための所定の時間加温、ついで室温に戻す
ための冷却が実施される（ステップ１０２）。検体容器保持部５は上述した温度制御を行
なうため、ペルチエ素子５ａ、および放熱フィン５ｂを備えている。
【００２７】
　検体溶液の加温操作の間、分注部２は図６に示すように。核酸増幅検出部８に移動して
、検出容器６を挿入すると、分注部２から検出容器６を分離して核酸増幅検出部８に固定
される。図示していないが、分注部２のニードル部２ｃからの検出容器６の取り外し、核
酸増幅検出部８への固定手段が形成されている。また、後述するように、核酸増幅検出部
８に固定された検出容器６は、分注部２のニードル部２ｃをこの検出容器６に挿入し、一
定処理後、引き上げる際に、ニードル部２ｃに検出容器６が取り付けた状態で、核酸増幅
検出部８から取り外される機構を備えている。
【００２８】
　次に、分注部２を移動させ、図７に示すように、核酸結合試薬を核酸結合試薬容器１ｂ
から分注部２のシリンジ２ａ内に吸引した後、検体容器４に吐出する。そして、そのまま
検体容器４に検体溶液と核酸結合試薬の混合液の吸引、吐出を複数回繰り返す。この吸引
、吐出操作により試薬と検体溶液の混合、および担体２ｄに対する核酸の結合が行なわれ
る（ステップ１０３、１０４）。
【００２９】
　ニードル部２ｃ内の担体２ｄには、核酸以外に検体中に含まれる不純物も付着しており
、次に行なわれる洗浄工程でエタノールを主成分とした洗浄試薬により、不純物を除去す
る。
【００３０】
　本発明の第１の実施形態では４箇所の洗浄試薬容器１ｃ～１ｆを試薬容器１中に設け一
体構造となっている。これら洗浄試薬容器１ｃ～１ｆからシリンジ２ａ内に洗浄試薬を吸
引、その後、同容器中に試薬を吐出することにより、洗浄試薬を交換して担体に付着した
不純物を洗い落とす（ステップ１０５）。
【００３１】
　洗浄試薬は、その後の核酸増幅工程で反応阻害の要因となるため、シリンジ２ａ内、お
よび担体２ｄに残留した洗浄試薬のパージを行なう（ステップ１０６）。洗浄試薬パージ
は、試薬廃棄容器１ｇ中にニードル部２ｃを挿入し、シリンジ２ａ内に空気を吸引、吐出
して試薬廃棄容器１ｇに内蔵した吸着剤に分注部２内の洗浄試薬を吸収させる。その際発
生する洗浄試薬を含むミストは、試薬廃棄容器１ｇに備えたフィルタにより容器外部への
漏出を防止する。
【００３２】
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　その後、シリンジ２ａ中に核酸溶離試薬容器１ｈから核酸溶離試薬を吸引し、担体２ｄ
に捕捉された核酸を溶離する（ステップ１０７）。シリンジ２ａ中に取り込んだ核酸溶離
試薬は核酸増幅酵素を含んでおり、溶離された核酸を含む核酸溶離試薬を適温に制御する
ことにより、特定の核酸を増幅させることができる。
【００３３】
　この核酸の増幅反応、および検出工程を行なうため、図８に示すように、分注部２のニ
ードル部２ｃを核酸増幅検出部８に移動して、検出容器６内に挿入し、その中にシリンジ
２ａ内の溶液を吐出する。この場合、フィルム上の細孔からの吸引、吐出を行なうことに
より、溶液の飛散を防止できる。
【００３４】
　検出容器６中の核酸溶離液は核酸増幅検出部８に内蔵されたヒータ８ａにより一定温度
の環境下におかれ、恒温での増幅反応を進行させる。本発明の第１の実施形態では、Nucl
eic Acid Sequence-Based Amplification（NASBA）法等の恒温での核酸増幅を想定してい
るが、核酸検出増幅部での温度制御を高温－低温でのサイクル制御とすることにより、Ｐ
ＣＲ法での核酸増幅を行なうこともできる。核酸は蛍光標識されており、核酸増幅検出部
に設けられた測光用窓８ｂを通して容器中の核酸溶液に対する励起光の入射、蛍光の検出
を行ない、溶液中の蛍光測定を行なう（ステップ１０８）。
【００３５】
　検体溶液中に検出下限より高濃度の結核菌が存在した場合は、蛍光光量の増加となって
その存在が検出されると、陽性と判定される。一方、検出下限より低濃度であった場合は
所定の測定時間中に蛍光光量が増加しないことにより、陰性であることが確認される。陽
性、もしくは陰性の判定の後、検査工程は終了し、検体容器４、検出容器６が装着された
状態の分注部２、および試薬容器１は装置から取り出され、廃棄される（ステップ１０９
）。
【００３６】
　これにより、試薬、もしくは検体溶液に触れた部分は各回の検査毎に廃棄されることと
なり、検査間の試薬、検体の相互汚染は防止される。特に、検出容器６は分注部２でキャ
ップされた状態で廃棄されることとなり、増幅された核酸は装置内に残留せず、増幅され
た核酸の漏出による汚染は防止される。
【００３７】
　したがって、本発明の第１の実施形態によれば、装置内に残留する試料、試薬による汚
染を回避し、複雑な構成を伴うことなく、分析精度及び検査精度の低下を抑制可能な遺伝
子検査装置を実現することができる。
【００３８】
　なお、分注部駆動系３に、複数の分注部保持部を設け、それに応じた試薬容器、検体容
器の保持部を備えると、つまり、図１に示した分注駆動系３を、複数個並列に形成すると
、同時に複数の検査工程を行なうことが可能となり、新たな分析装置の増設を行なわずに
検査処理のスループットを向上することが可能となる。
【００３９】
　図９は、本発明の第２の実施形態の要部説明図であり、第１の実施形態における検体容
器保持部５に対応する部分を示す図である。その他の構成は、第１の実施形態と同様であ
るので、図示は省略する。
【００４０】
　図９において、この第２の実施形態は、検体溶液と核酸結合試薬とを混合するための検
体容器回転部９が設けられている。検体容器は遺伝子検査装置に装着した際、回転伝達部
９ａに接続される。駆動モータ９ｂはベルト機構９ｃを介して回転伝達部９ａを回転させ
、それにより検体容器自体を回転させる。
【００４１】
　図１０は、検体容器の側面断面（図１０の（Ａ））と横断面（図１０の（Ｂ））とを示
す図である。図１０の（Ｂ）に示した横断面のように、容器内壁に凸部を設けており、こ
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れによって検体容器が回転すると溶液の攪拌が可能となる。
【００４２】
　本発明の第２の実施形態によれば、第１の実施形態と同様な効果を得ることができる他
、検体容器回転部９により混合、攪拌を行なうことで、分注部２による吸引、吐出での混
合、攪拌操作に比べて、処理時間を短縮することができる。
【００４３】
　また、攪拌ヘラ等により機械的な混合法によれば、吸引吐出による混合、攪拌より処理
時間は短縮すること可能であるが、攪拌手段と溶液を接触させることになるため、汚染の
可能性がある。
【００４４】
　これに対して、本発明の第２の実施形態のように、検知容器を回転させることにより、
混合、攪拌を行なえば、汚染の可能性を低減することができる。
【００４５】
　図１１、図１２は、本発明の第３の実施形態の要部説明図である。この第３の実施形態
は、分注部２にニードルを使用しない例である。図１１、図１２に示したもの以外の構成
は、第１の実施形態と同様であるので図示は省略する。
【００４６】
　第３の実施形態において、分注部２は、核酸抽出用のチップ１０と、溶液分注用のチッ
プ１１の２種類のチップをそれぞれ着脱して使用する。初期、分注部２はシリンジ２ａと
プランジャ２ｂで構成され、核酸抽出チップ１０と溶液分注チップ１１とは、それぞれ試
薬容器１に装着されている。
【００４７】
　核酸抽出チップ１０は核酸捕捉用の単体を内蔵しており、試薬容器１は第１の実施形態
と同様に保護フィルムで被覆されているが、さらに容器内部にセプタ１２が装着されてい
る。セプタ１２はクロロプレンゴム等、容器に封入されている試薬に対して耐性を有し、
かつ弾性に富む素材で形成されている。試薬容器１は遺伝子検査装置に装着される直前、
もしくは直後、自動運転開始前に操作者の手操作により保護フィルムが剥離される。
【００４８】
　分注部２は、核酸増幅検出部８（図１１、１２には示さず）に移動し、検出容器６を核
酸増幅検出部８に固定する。そして、溶液分注チップ１１を分注部２に取り付け、溶液の
分注が実行される。核酸抽出動作の実行時には、溶液分注チップ１１を分注部２から取り
外し、試薬容器１に装着し、核酸抽出チップ１０を分注部２に取り付け、核酸抽出動作を
行なう。
【００４９】
　その後、核酸抽出チップ１０が取り付けられた状態の分注部２は核酸増幅検出部８に移
動し、検出容器６内に挿入される。以降の動作は、第１の実施形態と同様である。
【００５０】
　この第３の実施形態では、溶液の吸引、吐出は、核酸抽出チップ１０、もしくは溶液分
注チップ１１を、セプタ１２を通して容器内に挿入することにより行なわれ、両チップ１
０、１１の非挿入時はセプタ１２の口は閉じており、内部の試薬、検体溶液の漏出、飛散
を防止できる。
【００５１】
　核酸抽出チップ１０は、核酸結合工程、および洗浄工程、核酸の溶離工程の際に分注部
２に装着、使用される。一方、溶液分注チップ１１は、検体溶液に対する核酸結合試薬の
添加、および吸引、吐出の繰り返しによる検体溶液と核酸結合試薬の混合で使用される。
【００５２】
　また、第１の実施形態では、核酸増幅酵素と核酸溶離試薬は予め混合されている場合を
例示しているが、保存性を向上するために、両者を分離して核酸増幅酵素を乾燥状態とし
て分離し、検査工程開始後に両者を混合する場合、核酸溶離試薬は２０μＬ～１００μＬ
の使用範囲で±５μＬ程度での高精度分注を必要としている。
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【００５３】
　第３の実施形態では、高精度の分注に対応させた溶液分注チップ１１を使用することに
より、核酸抽出と溶液分注の双方に対応させる場合と比較して分注精度を向上できる効果
がある。
【００５４】
　以上のように、本発明によれば、分析、検査の際に装置内で検体、試薬に触れる部分を
廃棄可能とすることにより、これらが装置内に残留することによる汚染を防止することが
できる。
【００５５】
　また、保護フィルムで被覆した試薬容器に対して分注操作を行なう際、分注部に装着し
たニードルにより穿孔し、フィルム上の細孔からの吸引、吐出を行なうことにより、溶液
の飛散を防止できる。分注部先端の保護カバーを核酸増幅反応における検出容器とし、増
幅した核酸を分注手段ごと廃棄可能とすることで、増幅した核酸の漏出による装置内外の
汚染を防止することができる。
【００５６】
　分注部には核酸抽出用の担体を内蔵することにより、分注、核酸抽出等の操作を単一の
デバイスで実施することができ、チップ交換等に伴う溶液飛散も防止できる。
【００５７】
　さらに、工程上で必要となる洗浄液のパージ工程に対して、フィルタ、吸着剤を備える
試薬廃棄容器を試薬容器中に設けることにより、溶液のミスト飛散による汚染を防止でき
る。
【００５８】
　さらに、試薬と検体の混合のための回転伝達部を設けることにより、混合の際の処理時
間短縮と汚染防止の双方の効果を得ることができる。
【００５９】
　なお、上述した例は本発明を遺伝子検査装置に適用した場合の例であるが、本発明は、
遺伝子検査装置に限らず、他の化学分析装置に適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本発明の第１の実施形態における遺伝子検査装置の構成を説明図である。
【図２】本発明の第１の実施形態における分注部の分注駆動系への取り付け取り外しの説
明図である。
【図３】本発明の第１の実施形態における分注部のプランジャの駆動機構説明図である。
【図４】本発明の第１の実施形態における分注部の上下方向移動機構説明図である。
【図５】結核菌検査の場合の検査工程フローチャートである。
【図６】第１の実施形態における検出容器の核酸増幅検出部装着時の装置状態説明図であ
る。
【図７】第１の実施形態における試薬分注時の装置状態説明図である。
【図８】第１の実施形態における核酸増幅検出工程の装置状態説明図である。
【図９】第２の実施形態の要部説明図である。
【図１０】第２の実施形態の要部説明図である。
【図１１】第３の実施形態の要部説明図である。
【図１２】第３の実施形態の要部説明図である。
【符号の説明】
【００６１】
　１・・・試薬容器、１ａ・・・保護フィルム、１ｂ・・・核酸結合試薬容器、１ｃ～１
ｆ・・・洗浄試薬容器、１ｇ・・・試薬廃棄容器、１ｈ・・・核酸溶離試薬容器、２・・
・分注部、２ａ・・・シリンジ、２ｂ・・・プランジャ、２ｃ・・・ニードル部、２ｄ・
・・担体、２ｅ・・・プランジャ駆動用端部、２ｆ・・・フランジ部、３・・・分注部駆
動部、３ａ・・・分注部上下駆動部、３ｂ・・・プランジャ駆動部、３ｃ・・・分注部水
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平駆動部、３ｄ・・・シリンジ固定ロックピン、３ｅ・・・シリンジ固定ホルダ、３ｆ・
・・プランジャ駆動ボールネジ、３ｈ・・・プランジャホルダ、３ｉ・・・分注部上下移
動ボールネジ、３ｋ・・・シリンジホルダ、３ｍ・・・４・・・検体容器、５・・・検体
容器保持部、５ａ・・・ペルチエ素子、５ｂ・・・放熱フィン、６・・・検出容器、７・
・・試薬容器保持部、８・・・核酸増幅検出部、８ａ・・・ヒータ、８ｂ・・・測光用窓
、９・・・検体容器回転部、９ａ・・・回転伝達部、９ｂ・・・駆動モータ、９ｃ・・・
ベルト機構、１０・・・核酸抽出チップ、１１・・・溶液分注チップ

【図１】 【図２】



(10) JP 4959450 B2 2012.6.20

【図３】 【図４】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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